
２ 準 保 護 地 域

１ 掘 削

温泉の掘削は、既存源泉との距離が温泉地の実情を考慮して定めた次の距離以内のものについては原則として認めないものとする。ただし、温泉

保 護地 域 の掘 削 に掲 げる 除 外項 目 に該 当 する 場 合は 、こ の 限り で ない 。

設 定 地 区 地 域 の 範 囲 制限距離

弟子屈町字弟子屈の一部、字テシの一部、字鐺別の一部

（弟子屈町２、３、４、５、７丁目、８丁目の一部、鐺別公住、鐺別温泉、高台） ２００ｍ

１ 弟 子 屈 ・ 鐺 別 温 泉

弟子屈町字弟子屈の一部、字弟子屈原野の一部、字鐺別の一部（弟子屈町１丁目、旭町、日の出町、下鐺別）

１５０ｍ

２ 仁 伏 温 泉 弟子屈町字サワンチサップの一部 １００ｍ

３ 濁 川 温 泉 森町字濁川の一部 １５０ｍ

４ 竹 浦 、 北 吉 原 、 萩 野 、 白老町字竹浦の一部、字北吉原の一部、字萩野の一部、字石山の一部、字白老の一部、 ５００ｍ

石山 、 白 老 、 社 台 地 域 字社台の一部

５ 糠 平 温 泉 上士幌町字糠平の一部 １２０ｍ

６ 十 勝 地 域 帯広市の一部、音更町の一部及び幕別町の一部 ５００ｍ

７ 札 幌 市 内 平 野 部 札幌市の一部 ５００ｍ

８ ひ ら ふ 地 域 倶知安町字山田の一部及び字樺山の一部 ２５０ｍ

（ ）内は通称名

２ 増 掘

温 泉 の 増 掘 は 、 附 近 源 泉 の 口 径 、 深 度 を 十 分 に 検 討 し 附 近 源 泉 に 影 響 を 及 ぼ さ な い 範 囲 で 認 め る も の と す る 。

３ 動 力 装 置

動 力 の 装 置 は 、 附 近 源 泉 に 影 響 を 及 ぼ さ な い 範 囲 で 認 め る も の と す る 。


